
 

 

１ 実施年月日及び時間 

令和５年７月５日（水） 13：30～15：30 
 

２ パトロール現場 

名   称 東京外環自動車道 京葉ジャンクション Ｇランプ工事現場 

所 在 地 市川市田尻２－１ 

元 請 清水建設株式会社 土木東京支店 千葉土木営業所 

現場の特徴  

 東京外環自動車道と京葉道路を接続するためのランプ（連結）工事。 

 ８本のランプのうち６本は供用されており、残り２本が現在施工中。本パ

トロール現場はそのうちの１つ。 

 本工事により周辺高速道路の冗長性を確保できる。 

 現場の安全衛生管理の一環としてＶＲを活用。本パトロール時に、局長が

ＶＲ体験を予定。（参加者はＶＲ体験を希望することができる。 ） 
 

３ 安全パトロールの編成 

千葉労働局     局長ほか６名 

船橋労働基準監督署 ３名 

千葉県産業安全衛生会議構成機関（災害防止団体） ４名 
 

４ 参考情報等 

（1）添付資料 

  労働災害発生状況（令和５年５月末現在） 

 (2)その他 

   当日、同行取材を希望される場合は、７月３日（月）までに千葉労働局労働

基準部健康安全課あて事前に取材登録をしていただきますようお願いします。     

  

 

 

 

 

 

 報道関係者 各位 
 

局長安全パトロールの実施について 
～全国安全週間を契機に労働災害の撲滅を図る～ 

 

千葉労働局（局長：岩野剛）は、本年に入ってから、建設現場において死亡災害が急増

していることを踏まえ、全国安全週間を契機に、労働災害防止対策の更なる徹底を図ると

ともに、職場における熱中症予防対策の取組強化※１を要請するため、千葉県産業安全衛

生会議※２と共に安全パトロールを実施します。 
※１ 熱中症予防対策の重点取組期間：７月と８月の２か月間 

※２ 裏面に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千 葉 労 働 局 発 表 

令 和 ５ 年 ６ 月 3 0 日 

【照会先】 

千葉労働局労働基準部 健康安全課 
課       長  工藤 仁美 
副主任労働衛生専門官  関 高久 

（ 電   話 ） ０４３－２２１－４３１２ 

Press Release  
 



 

 

※２ 千葉県産業安全衛生会議 

労働災害の防止と快適職場環境の形成並びに勤労者の心身の健康確保を図り、もって千

葉県の産業の健全な発展と勤労者の福祉の向上に寄与することを目的に、千葉県内の労働

災害防止団体等※３（15機関）と千葉労働局とで構成された会議で、議長は千葉労働局長が

務めています。 

 

※３ 労働災害防止団体等 

（公社）千葉県労働基準協会連合会、建設業労働災害防止協会千葉県支部、陸上貨物運送

事業労働災害防止協会千葉県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会千葉総支部、林業

木材製造業労働災害防止協会千葉県支部、（一社）日本ボイラ協会千葉支部、（一社）日

本クレーン協会千葉支部、（公社）ボイラ・クレーン安全協会千葉事務所、千葉産業保健

総合支援センター、千葉県、（一社）千葉県経営者協会、千葉県中小企業団体中央会、日

本労働組合総連合会、（公社）建設荷役車両安全技術協会千葉県支部、（一社）日本労働

安全衛生コンサルタント会千葉支部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

報道関係者 各位 

局長安全パトロール次第（予定） 

 

日時：令和５年７月５日（水） 13：30～15：30 

場所：市川市田尻２－１ 

 

１ 挨拶、パトロール目的、行程等説明 

(1) 労働局長挨拶 

(2) 発注者挨拶 

(3) 現場所長挨拶 

(4) 現場概要説明（元請事業場） 

２ パトロール実施 

３ 質疑応答 

４ パトロール講評（船橋労働基準監督署長） 

 

【お願い】 

取材を希望される場合は、現場受け入れの準備等の都合がありますので、お手数ですが、

千葉労働局健康安全課（以下メールアドレス）あて７月３日（月）までに、取材事前登録

票の内容のメール送信をお願いします。 

当日の取材の際は、直接、工事作業所（現場内）までお越しください。 

当日の撮影等については、建設現場の指示に従っていただきますので、予めご了承くだ

さい。 

ＶＲ体験を希望される方は、当日の会議終了後、建設現場の担当者にお申し出ください。 

安全のため、作業服等動きやすい服装を着用し、足元は極力、安全靴をご使用ください。

保護帽は、現場で準備いたします。発熱等の症状がある場合はご来場をお控えください。 

 

７月３日（月）締切 

事前取材登録票 （千葉労働局健康安全課あて） 

e-mail: kenkouanzenka-chibakyoku@mhlw.go.jp 

電話番号： 043-221-4312 （メールが難しい場合はお電話ください） 

貴社名                            

取材者ご芳名                         

連絡先（携帯）                        

（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）                        

※記載いただいた個人情報は本件取材に関する目的以外には使用いたしません。 

mailto:kenkouanzenka-chibakyoku@mhlw.go.jp
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平成 令和 令和 令和 令和 令和4年 令和5年 対 同 期 増 減 率

30年 元年 2年 3年 4年 同　期 R5.5.31 増  減 ％

食料品製造業 1

繊維･繊維製品製造業

木材･木製品･家具製造業

紙製造･印刷製本業 1

化学工業 1 1 1 1 -1 -100.0

窯業･土石製品製造業 3 2 1 1 1

鉄鋼･非鉄金属製造業 1 1

金属製品製造業 1 1 2 1 1 1

一般機械器具製造業 1 1

電気機械器具製造業

輸送用機械器具製造業 1

電気･ガス･水道業

その他の製造業 4 1

      小           計 10 3 8 3 2 1 2 1 100.0

1

土木工事業 3 1 4 3 1 3 3

建築工事業 4 7 4 2 6 2 2

（木造家屋建設業／内数） (1) (2) (1) -1

その他の建設業 3 4 4 1 1 1

      小           計 10 12 12 5 8 3 6 3 100.0

運輸交通業 1

陸上貨物運送業 4 6 3 2 4 2 1 -1 -50.0

港湾荷役業 2

      小           計 4 7 3 4 4 2 1 -1 -50.0

卸売業 2 1

小売業 1 3 2 2 1 -1 -100.0

医療保健業 1 1

旅館業

飲食店

ゴルフ場の事業 1 1 -100.0

清掃･と畜業 2 2 3 1 1 1 -1

（ビルメンテナンス業／内数） (1) (1) (1)

上記以外の事業 1 7 1 5 5 4 2 -2 -50.0

      小           計 4 13 8 9 9 6 2 -4 -66.7

合                 計 28 36 31 21 23 12 11 -1 -8.3

                令和5年業種別死亡災害発生状況　　(令和5年5月31日現在）

千葉労働局

漁  業

鉱  業

建
 

設
 

業

取
扱
事
業

運
輸
貨
物

林  業

　　　　２．陸上貨物運送業には道路貨物運送業および陸上貨物取扱業を含む。

　　　　３．令和5年の数値は速報値である（令和6年3月31日をもって確定とする）。

  ※   １．毎年の確定は翌年３月末日（年度末）とする。
　　　　　【令和5年分は令和6年3月31日をもって確定とする】

そ
の
他
の
事
業

製
 
 

造
 
 

業



336 310 -26 -7.7% 95 117 22 23.2%

4 6 2 50.0% 2 3 1 50.0%

26 25 -1 -3.8% 7 8 1 14.3%

39 33 -6 -15.4% 13 11 -2 -15.4%

88 81 -7 -8.0% 25 27 2 8.0%

39 43 4 10.3% 12 8 -4 -33.3%

40 51 11 27.5% 17 4 -13 -76.5%

170 183 13 7.6% 54 58 4 7.4%

47 39 -8 -17.0% 15 15 0 0.0%

15 25 10 66.7% 11 6 -5 -45.5%

25 26 1 4.0% 9 4 -5 -55.6%

5 8 3 60.0% 3 0 -3 -100.0%

103 109 6 5.8% 29 44 15 51.7%

937 939 2 0.2% 292 305 13 4.5%

4 5 1 25.0% 1 1 0 0.0%

142 135 -7 -4.9% 47 49 2 4.3%

280 304 24 8.6% 90 70 -20 -22.2%

49 48 -1 -2.0% 13 9 -4 -30.8%

159 140 -19 -11.9% 53 27 -26 -49.1%

581 579 -2 -0.3% 190 146 -44 -23.2%

107 150 43 40.2% 54 40 -14 -25.9%

951 1,009 58 6.1% 309 330 21 6.8%

9 10 1 11.1% 5 2 -3 -60.0%

1,067 1,169 102 9.6% 368 372 4 1.1%

10 6 -4 -40.0% 1 2 1 100.0%

6 5 -1 -16.7% 2 4 2 100.0%

95 126 31 32.6% 41 39 -2 -4.9%

775 797 22 2.8% 267 203 -64 -24.0%

118 156 38 32.2% 34 38 4 11.8%

599 623 24 4.0% 157 132 -25 -15.9%

142 153 11 7.7% 38 37 -1 -2.6%

44 57 13 29.5% 15 20 5 33.3%

211 263 52 24.6% 74 65 -9 -12.2%

107 126 19 17.8% 43 32 -11 -25.6%

87 169 82 94.3% 60 40 -20 -33.3%

168 163 -5 -3.0% 46 42 -4 -8.7%

761 805 44 5.8% 252 236 -16 -6.3%

3,107 3,438 331 10.7% 1,027 884 -143 -13.9%

5,712 6,141 429 7.5% 1,881 1,714 -167 -8.9%

　注）１．令和5年発生件数は令和6年4月8日確定。

　　　２．陸上貨物運送業には道路貨物運送業及び陸上貨物取扱業を含む。
　　　３．木造家屋建設業は建築工事業の内数である。
　　　４．労働者死傷病報告（様式第23号）に基づく統計である。

　　　５．令和3年及び4年の確定値は、新型コロナ関連1,033及び6,407人を除いた人数である。

　　　６．令和4年及び5年の同期比は、新型コロナ関連1,375人及び523人を除いた人数である。

業種別労働災害発生状況（休業4日以上）【新型コロナ関連除く】

千葉労働局
区 分

業　　 種

令和３年・４年の災害
【確定値】

令和4年・5年の災害（同期比）
【令和５年５月末集計】

３年 ４年
対前年
増減

増減率
％

４年 ５年
対前年
増減

増減率
％

製
　
　
　
　
造
　
　
　
　
業

食 料 品 製 造 業

繊 維 ・ 繊 維 製 品 製 造 業

木 材 ・ 木 製 品 ・ 家 具 製 造 業

紙 製 造 ・ 印 刷 製 本 業

化 学 工 業

電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 業

そ の 他 の 製 造 業

小          計

金 属 製 品 製 造 業

一 般 機 械 器 具 製 造 業

電 気 機 械 器 具 製 造 業

輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業

林            業

建
　
設
　
業

土 木 工 事 業

建 築 工 事 業

木造家屋建設業(内数)

そ の 他 の 建 設 業

小          計

飲 食 店

ゴ ル フ 場 の 事 業

清 掃 ・ と 畜 業

取

扱

業

運

輸

貨

物

運 輸 交 通 業

陸 上 貨 物 運 送 業

港 湾 荷 役 業

小          計

窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業

鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 製 造 業

漁            業

卸 売 業

医 療 保 健 業

ビ ル メ ン テ ナ ン ス 業

旅 館 業

鉱            業

上 記 以 外 の 事 業

社 会 福 祉 施 設

公 園 ・ 遊 園 地

合  　　　　　　計

そ
　
の
　
他
　
の
　
事
　
業

小          計

小 売 業







7月 8月

□ 労働衛生管理体制の確立 事業場での熱中症予防の責任体制を確立

□ 暑さ指数の把握の準備 JIS規格に適合した暑さ指数計を準備し、点検

□ 作業計画の策定 暑さ指数に応じた休憩時間の確保、作業中止
に関する事項を含めた作業計画を策定

□ 設備対策の検討 簡易な屋根、通風または冷房設備、
散水設備の設置を検討

□ 休憩場所の確保の検討 冷房を備えた休憩場所や涼しい休憩場所の確保を検討

□ 服装の検討 透湿性と通気性の良い服装を準備、身体を
冷却する機能をもつ服の着用も検討

□ 緊急時の対応の事前確認 緊急時の対応を確認し、
労働者に周知

□ 教育研修の実施 管理者、労働者に対する教育を実施

【主唱】厚生労働省、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事
業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会、一般社団法人全
国警備業協会 【協賛】公益社団法人日本保安用品協会、一般社団法人日本電気計測器工業会 【後援】関係省庁（予定）

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

確実に実施できているかを確認し、□に
チェックを入れましょう︕

（R５.３）厚生労働省・千葉労働局・各労働基準監督署

●実施期間︓令和５年5月1日～9月30日（準備期間４月、重点取組期間７月・８月）

準備期間

準備期間（４月１日～４月30日）

迷わず救急車を
呼びましょう︕

令和５年５月～９月

職場における熱中症により、毎年約20人が亡くなり、約600人が４日以上仕事を休ん
でいます。夏季を中心に「STOP︕熱中症 クールワークキャンペーン」を展開し、職
場での熱中症予防に取り組みましょう︕

― 熱中症予防対策の徹底を図ろう ―

STOP︕熱中症

労働災害防止キャラクター

キャンペーン
実施要綱

キャンペーン期間

重点取組期間



□ 暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加
□ 暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底
□ 水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底
□ 作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加
□ 熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施
□ 体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請

□ JIS規格に適合した暑さ指数計で暑さ指数を随時把握
地域を代表する一般的な暑さ指数（環境省）を参考とすることも有効

測定した暑さ指数に応じて以下の対策を徹底

STEP
1

STEP
2

キ ャ ン ペ ー ン 期 間 （ 5 月 ～ 9 月 ） に す べ き こ と

□ 暑さ指数の低減 準備期間に検討した設備対策を実施

□ 休憩場所の整備 準備期間に検討した休憩場所を設置

□ 服装 準備期間に検討した服装を着用

□ 作業時間の短縮 作業計画に基づき、暑さ指数に応じた休憩、作業中止

□ 暑熱順化への対応 7日以上かけて熱へのばく露時間を次第に延長
※新規入職者や休み明け労働者に注意

□ 水分・塩分の摂取 水分と塩分を定期的に摂取

□ プレクーリング 作業開始前や休憩時間中に深部体温を低減

□ 健康診断結果に
基づく対応

次の疾病を持った方には医師等の意見を踏まえ配慮
①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経
関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒、⑧下痢

□ 日常の健康管理 当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒が熱中症
の発症に影響を与えることを指導し、作業開始前に確認

□ 作業中の労働者の
健康状態の確認

巡視を頻繁に行い声をかける、労働者にお互いの
健康状態を留意するよう指導

□ 異常時の措置

少しでも本人や周りが異変を感じたら、必ず一旦作業を離れ、
病院に搬送する（症状に応じて救急隊を要請）などを措置
※全身を濡らして送風することなどにより体温を低減
※一人きりにしない

暑さ指数の把握と評価

環境省
熱中症予防情報

サイト

重 点 取 組 期 間 （ 7 月 ・ ８ 月 ） に す べ き こ と



千葉労働局・管内各労働基準監督署では、ＷＢＧＴ指

数計（熱中症指数計）の展示及び測定実演を行ってお

ります。

また、無料のオンライン講習動画「ＷＢＧＴ指数計を

用いた作業環境管理の方法について」等をご案内いた

します。

労働局・監督署にお越しの用がありましたら、安全衛

生の窓口にお立ち寄りください。

（担当者外出中や機器持ち出し中の場合はご容赦願い

ます。貸出は行っておりません。）

千葉労働局・管内労働基準監督署

実測れば分かる!!

実施内容：令和５年６月１日～９月３０日

・ ＷＢＧＴ（熱中症）指数計の展示・実演

・ オンライン講習動画のご案内

・ ＷＢＧＴ指数計活用事例の紹介

は か



職場における熱中症予防情報 検索

学ぼう！備えよう！職場の仲間を守ろう！

職場における熱中症予防情報

https://neccyusho.mhlw.go.jp/

厚生労働省が開設するウェブサイトでは、次のようなオン
ライン講習動画を、どなたでも無料でご活用いただけます。
１．熱中症が発生する原理と発生時の措置
２．熱中症予防対策として有効な対策（管理者向け）
３．熱中症予防対策として有効な対策（作業者向け）
４．ＷＢＧＴ指数計を用いた作業環境管理の方法について
５．熱中症予防対策の好事例

また、導入しやすいＷＢＧＴ指数計活用事例（ＷＢＧＴ
値の実測、ＷＢＧＴ基準値に基づく評価等、ＷＢＧＴ値の低
減等）を紹介しています。

厚生労働省熱中症対策キャラクター

チューイ カン吉

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ＷＢＧＴ（暑さ指数）とは

ＷＢＧＴとは①気温の効果、②湿度の効果、③輻
射熱の効果の３つを取り入れた温度の指標で、熱中
症の発生と高い相関を示す指標です。

気温・湿度・輻射熱の効果は、１：７：２で、湿
度が大きな割合を占めています（屋外の場合）。

暑さ指数を感覚的に判断するのは難しいことで
す。ＪＩＳ規格に適合したＷＢＧＴ指数計（熱
中症指数計）を使ってＷＢＧＴ値を実測し、熱
中症予防対策を実施しましょう。

https://neccyusho.mhlw.go.jp/

